
事 務 連 絡  

令和８年１月２３日  

  都道府県 

各 指定都市  社会福祉法人担当課（室）御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

 

海外事業を実施する社会福祉法人等へのモニタリングの実施について 

 

 経済・金融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術革新によ

り、資金の流れが多様化し、国境を越える取引が容易になり、マネー・ローンダ

リングやテロ行為・大量破壊兵器の拡散活動への資金供与の手口も複雑化・高

度化していることを踏まえ、現在、我が国においては、テロ資金供与に係る対策

について、政府一体となって強力に対策に取り組んでいるところです。 

社会福祉法人が海外で事業を実施する場合には、所轄庁の関与のもと適切に

行われることが重要であり、「FATF 第４次対日審査報告書の公表等について」

（令和３年９月６日付事務連絡）のとおり、社会福祉法人が海外においてテロ

資金供与の活動に巻き込まれることのないよう、「マネロン・テロ資金供与・拡

散金融対策に関する行動計画」（以下、「行動計画」という。）を着実に実施し

ていく必要があります。 

行動計画において、リスクの高い法人に対する適切なモニタリングをしてい

くこととしていることを踏まえ、これまでも、現況報告書等に記載された海外

事業の事業内容により、テロ資金供与の活動に巻き込まれる危険性が高いと考

えられる法人に対する状況の聞き取り・指導やモニタリングの実施等の適切な

対応をお願いしてきたところです。 

 今般、「FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書（第 3

回）」（令和６年 10 月 10 日公表）において、「モニタリングにおいて、非営利

団体(NPO)のテロ資金供与リスクを評価する基準が不十分（FATF のブラック・グ

レイリストのみに準拠し、リスクベースでの評価が不足）」と指摘を受けたこと

を踏まえ、「海外事業を実施する社会福祉法人等へのモニタリングの実施につ

いて」（令和６年２月 16 日付事務連絡）別添１のモニタリングフローチャート

について、FATF ブラック・グレイリスト国以外の地域指標を盛り込んだ内容へ

見直しましたので、周知いたします。 

 また、見直し後のモニリングフローチャートに基づき、下記のとおりモニタ

リングの実施をお願い申し上げます。 

 なお、これまでと同様に、社会福祉連携推進法人についてもテロ資金供与の

活動に巻き込まれることのないように対応する必要がありますので、社会福祉

法人の取り扱いと同様にモニタリングをお願いいたします。 

 都道府県におかれましては、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特別区



を含む。）に対する周知と、とりまとめの上でのご提出をお願いいたします。 

記 

 

１ モニタリングフローチャートの実施 

・ 別添１（モニタリングフローチャート）により、追加アプローチの要（「資

金移動」の項目に高リスクがある場合、「海外パートーナー」の項目に２つ

以上の高リスクがある場合又は「寄附者」の項目に高リスクがある場合）・

不要を確認してください。 

・ １法人で複数国において海外事業を実施している社会福祉法人において

は、国ごとに実施してください。 

・ 現在、海外事業を実施している社会福祉法人に対するモニタリングフロー

チャートの結果は、ファイル名に所轄庁名、法人名及び国名を入れ、複数国

に渡る場合はファイルを分けて、令和８年２月１８日（水）までに当課あて

報告してください。 

・  また、今後、新しく海外事業を実施する社会福祉法人についても、事業

開始後に速やかにモニタリングフローチャートを実施し報告いただきます

ようお願いいたします。 

 

２ 追加アプローチの実施 

・  １で追加アプローチ要となった社会福祉法人には、別添２（リスク項目

確認票）を送付いただき、追加アプローチを実施してください（対面、Web

方式等形式は問いません。）。 

・  追加アプローチの結果、テロ資金供与リスクの懸念がある場合（質問の

回答で「いいえ」とされたもの）、改善に向けた取組について、社会福祉

法人に指導いただきますようお願いいたします。 

・  また、追加アプローチの結果（リスク項目確認票の回答）及びテロ資金

供与リスクの懸念に対する指導を行った場合における当該指導内容につい

て、改善するまでの間、定期的に当課あて報告いただきますようあわせて

お願いいたします。 

・  なお、現在、海外事業を実施している社会福祉法人で追加アプローチ要

となった社会福祉法人については、追加アプローチを早々に実施いただき、

ファイル名に所轄庁名、法人名及び国名を入れ、複数国に渡る場合はファ

イルを分けていただき、令和８年３月６日（金）までに当課あて報告いた

だきますようお願いいたします。 

・  今後、新しく海外事業を実施する社会福祉法人で追加アプローチ要とな

った場合についても、適時、追加アプローチを行っていただき報告いただ

くようお願いいたします。 

 

３（参考）モニタリングフローチャートの見直しの内容 

  「海外事業を実施する社会福祉法人等へのモニタリングの実施について」



（令和６年２月 12 日当課事務連絡）では、FATF のブラックリスト・グレイリ

ストに掲載の国・地域を基に対象としていたところ、Global Terrorism Index

の「VERY HIGH」「HIGH」の該当国を加えることで、リスクの高い国・地域を

包括的に特定する。 

  また、寄附者になりすまし、資金をある場所から別の場所に移動するため

の手段として利用される可能性もあることから、寄附者に関するチェック項

目を追加する。なお、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関す

る運用上の留意事項について」（平成２８年３月３１日連名通知）９（２）に

基づき、適切に寄附者から寄附申込書を受けて、寄附金収益明細書を作成し

ている場合には、寄附者確認等を行ったこととして差し支えありません。 

 

４（参考）その他関連通知等 

・「ＦＡＴＦ第４次対日審査報告書の公表等について」（令和３年９月６日付事

務連絡） 

・「社会福祉法人による海外事業の実施等について」別紙１第２の３の取扱い及

びテロ資金供与に係る対策の好事例の周知について」（令和４年 12 月 26 日付

事務連絡） 

・「海外事業を実施する社会福祉法人等へのモニタリングの実施について」（令

和６年２月 16 日付事務連絡） 

・「FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書（第 3 回）」

（財務省ＨＰより） 

【照会先】 

 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課法人経営指導係 

 電話番号 03-5253-1111（内線 2871） 

 Ｅ-mail  syakaifukushi@mhlw.go.jp 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000898027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001031238.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001031238.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001409970.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20241010.html


モニタリングフローチャート　※黄色セルへ回答を記載・選択してください。 別添１

提 出 日： 法 人 名：
事業

実施国：

①該当性の確認 ②チェックポイントの確認 ③リスク判定 ④アプローチ

定款又は現況報告書に「海外事業」を掲げる １－③．送金の確認

社会福祉法人が対象 １－①．資金移動手段 Yes

Yes No

国・地域の該当性確認 １．資金移動

①ＦＡＴＦの公表する Yes １－④．着金の確認

　・ブラックリスト Yes 　判定結果（自動算出）

　・グレイリスト

または

②ＧＴＩスコア No

　・ＶＥＲＹ　ＨＩＧＨ

　・ＨＩＧＨ No １－②．証拠書類の保存

に指定、該当する国・地域で活動実績があるか。 Yes Yes

※該当する国・地域（対象活動地域）は

　シート参考①を参照。

No

No

２．海外パートナー ２－①．リストとの照合

Yes

Yes

No

２－②．法人形態等

No Yes

No

２－③．活動実績

Yes

　判定結果（自動算出）

No

２－④．海外パートナーからの会計報告等

Yes

No

２－⑤．その他の確認

Yes

No

３．寄附者

Yes

No

　判定結果（自動算出）

モニタリング不要

該当なし

該当なし

※高リスク判定の場合

別添２にて

追加アプローチ実施

海外パートナーの確認のために、財務省告示や国家公安委

員会告示公表の　個人・団体のリストをはじめとする一定

のリストとの照合を組織として行っているか。

※経済制裁措置及び対象者リスト

※国際テロリスト等財産凍結法関係

海外パートナーの資金提供方法や内部体制等を確認してい

るか。

海外パートナーに対し、定期的な事業報告や会計報告等を

求めているか。

事業の実施に当たり、現地の団体

や個人とパートナーシップ（契

約）を結んでいるか。

※海外パートナーの例：

　介護職種の技能実習生の送出機

関、福祉サービス等に係る技術支

援先の福祉事業者　等

海外パートナーについて、現地規制当局への登録有無や設

置根拠となる法令の確認等を行っているか。

海外パートナーについて活動実績を確認しているか。

国外への送金または現金の輸送を

行っているか。

低リスク

※高リスク判定の場合

別添２にて

追加アプローチ実施

低リスク

低リスク

送金や現金の輸送に係る証拠書類（資金が本

来目的とした合法的な支援に使用されたこと

を証明する書類）を保存しているか。

低リスク

高リスク

低リスク

金融機関以外の利用（現金の輸送

等）はあるか。

高リスク

▼

１つでも

該当すれば、

高リスク判定

高リスク

高リスク

高リスク

高リスク

▼

２つ以上

該当すれば、

高リスク判定

高リスク

事前承認や送金額等を記録として

残す対応を講じているか。

職員の立ち会い等、着金の確実な

確認のために対策を講じている

か。

高リスク

高リスク

高リスク

低リスク

低リスク

低リスク

低リスク

高リスク

▼

１つでも

該当すれば、

高リスク判定

該当なし

※高リスク判定の場合

別添２にて

追加アプローチ実施

寄附金を募る際には寄附者のなり

すましを防ぐため、寄附者確認等

をしましたか。

低リスク

高リスク

低リスク

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html


シート参考①

①ＦＡＴＦブラック・グレイリストに掲載の国・地域

北朝鮮、イラン、ミャンマー、アルジェリア、アンゴラ、ブルガリア、ブルキナファソ、カメルーン、コートジボワール、クロアチア、コンゴ民主共和

国、ハイチ、ケニア、レバノン、マリ、モナコ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ、南スーダン、シリア、タンザニア、ベネズエ

ラ、ベトナム、イエメン、ラオス、ネパール

②ＧＴＩ（Global Terrorism Index）の「VERY HIGH」、「HIGH」の該当国

パキスタン、ニジェール、ソマリア、イスラエル、アフガニスタン、イラク、インド、コロンビア、ロシア

※①、②ともに令和７年５月１日時点の情報です。最新の情報については以下を参照ください。

①ＦＡＴＦブラック・グレイリストに掲載の国・地域

　　https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

②ＧＴＩ（Global Terrorism Index）の「VERY HIGH」、「HIGH」の該当国

　　https://www.economicsandpeace.org/global-peace-index/

https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
https://www.economicsandpeace.org/global-peace-index/


別添２

提 出 日 ：

法 人 名 ：

事業実施国：

について、選択・記載ください。

回答 改善に向けた取組（時期、内容）

１．情勢

① 　事業を実施している国・地域及びその周辺にお

けるテロ行為の発生状況を確認していますか。

２．資金移動　　※　該当しない場合は「－」。

① 　現地での金融機関の口座からの引出しや経費の

支出に当たっての手順を定めていますか。

② 　現金や金融機関の口座、その他の財産の管理方

法を定め、定期的に確認していますか。

③ 　現地で目的外の資金等に悪用された（悪用され

る蓋然性が高い）場合の対応について定めていま

すか。

④ 　金融機関以外を利用した場合、事前承認や送金

額等を記録として残す対応を講じていますか。

⑤ 　金融機関以外を利用した場合、職員の立ち会い

等、着金の確実な確認のために対策を講じていま

すか。

⑥ 　現金の輸送や国外への送金に係る証拠書類（資

金が本来目的とした合法的な用途に使用されたこ

とを証明する書類）を保存していますか。

リスク項目確認票

事　　　項

（補足）

●　国際テロ情勢に係る動向を取りまとめている「国際テロリズム要覧」（公安調査庁）や、テロ情報を含

　めた各国の現地情勢を取りまとめている「海外安全ホームページ」（外務省）などの情報を踏まえて、事

　業の実施国・地域がテロ行為にさらされている地域やその周辺に該当するかどうかを確認することが重要

　です。
国際テロリズム要覧 海外安全ホームページ

https://www.moj.go.jp/psia/ITH/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/


回答 改善に向けた取組（時期、内容）事　　　項

（補足）※現地の法人での資金管理

●　現地で金融取引や現金での支払い等を行う際の取扱い（引出しを行う者とは別の者からの承認を得る等）

　や口座の入出金の記録の保存、その定期的な確認等、口座からの引出しや経費の支出に当たっての手順を

　あらかじめ定めておくことが重要です。【①関係】

●　資金（現金や預金）や帳簿の管理は１人に任せず、複数者で行ってください。また、実際の資産の管理

　状況と支出報告や帳簿との整合性を定期的に確認してください。【②関係】

●　資金が悪用された（される恐れのある）場合、適切な対応を検討するための体制をあらかじめ定めてお

　くことも重要です。【③関係】



回答 改善に向けた取組（時期、内容）事　　　項

３．海外パートナー　　※　該当しない場合は「－」。

① 　海外パートナーについて、テロリストやテロ組

織との関わりがないことを確認するために、財務

省告示や国家公安委員会告示公表の個人・団体の

リストをはじめとする一定のリストとの照合を組

織として行っていますか。

② 　海外パートナーについて、現地規制当局への登

録有無や設置根拠となる法令の確認等を行ってい

ますか。

③ 　海外パートナーについて、活動実績を確認して

いますか。

④ 　海外パートナーに対し、定期的な事業報告や会

計報告等を求めていますか。

⑤ 　海外パートナーの資金提供方法や内部体制等を

確認していますか。

（補足）※国外送金等

●　金融機関等には、犯罪収益移転防止法または外為法により、テロ資金供与を防止するための規制が設け

　られています。社会福祉法人が資金を移動させる場合には、原則として、これらの金融機関等を利用して

　ください。【④関係】

●　紛争地域や被災地などでは、現金以外の利用が困難な場合もあります。現金の輸送や金融機関等以外の

　送金手段の利用は、一般にテロ資金供与の高いリスクを伴うため、例外扱いとしてください。【④関係】

●　現金の輸送や金融機関等以外の送金手段を利用する必要がある場合には、これらを利用する者とは別の

　責任者が利用の承認を行うなど、法人内部のルールをあらかじめ取り決めておくことが重要です。その上

　で、現金の輸送や金融機関等以外の送金手段の利用は必要最小限の金額とするとともに、支出先の身元を

　十分確認してください。【④関係】

●　社会福祉法人から海外の拠点（自法人の海外拠点や海外パートナー）への資金の移動について、

    資金の流れを証明する証拠書類を確認し、保管してください。【⑤関係】



回答 改善に向けた取組（時期、内容）事　　　項

（補足）

●　現地の介護職種の技能実習生の送出機関、福祉サービス等に係る技能支援先の福祉事業者等、現地のパ

　ートナーと連携することがあります。海外パートナーがテロリストやテロ活動につながりを持っていない

　か、資産凍結等の対象となっていないか確認することはテロリストの関与を避けるため重要です。

　【①関係】

●　また、海外パートナーがどのような法律に基づき設立され、現地の規制当局に登録されているか。その

　法律により、団体にはどのような規制が設けられているか、これまでどのような活動実績があるか、確認

　することも重要です。【②、③、④関係】

●　なお、海外パートナーの事業内容が漠然としている。海外パートナーからの提案に、未知の団体や新た

　に設立された団体への事業の委託が含まれている。海外パートナーの主要活動場所とされる住所に連絡が

　とれない。海外パートナーから現金での支払いを求められる。海外パートナー名義でない口座への振込や、

　海外パートナーの拠点もなく、事業も行っていない国の口座への振込を求められる。パートナーが異常な

　レベルの守秘義務を求めてくる。といった事例があった場合は社会福祉法人が悪用されるリスクが高い可

　能性がありますので、注意が必要です。【①、②、③、④、⑤関係】

経済制裁措置及び対象者リスト 国際テロリスト等財産凍結法関係

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html


回答 改善に向けた取組（時期、内容）事　　　項

４．寄附者　　※　該当しない場合は「－」。

① 　寄附者について、テロリストやテロ組織との関

わりがないことを確認していますか。

② 　寄附者が団体である場合は、どのような活動を

行っている団体か確認等を行っていますか。

③ 　寄附を受けるに当たって特定の個人や団体に寄

附金を渡すなどの使用条件が付されている場合

は、当該条件が納得できる内容であるか確認を

行っていますか。

④ 　寄附の回数や金額が通常のその他の寄附と大き

く乖離していないか確認を行っていますか。

（補足）

●　テロリスト等やその支援者は、犯罪で得た収益を洗浄するために非営利団体を利用するほか、寄附者に

　なりすまし、資金をある場所から別の場所に移動するための手段として非営利団体を利用する可能性があ

　ります。リスクに応じて、寄附者がテロリストやテロ活動につながりを持っていないか、資産凍結等の対

　象となっていないか確認することはテロリストの関与を避けるため重要です。【①関係】

●　なお、「異例で多額の一回限りの寄附が行われる」、「納得のいく理由が示されずに、寄附の条件とし

　て、受け入れた寄附金を他の団体や個人の活動に使用するよう求められる」といった場合には、悪用され

　るリスクが高い可能性がありますので、注意が必要です。【①、②、③、④関係】

●　寄附者や寄附金に疑わしい点が見られる場合、必要に応じて追加の確認や調査を実施するとともに、懸

　念が解消されない場合は、寄附の受入の中止を検討してください。【①、②、③、④関係】

経済制裁措置及び対象者リスト 国際テロリスト等財産凍結法関係

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/terrorism/zaisantouketu.html

